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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基

準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日
本
年

金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

◆
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

で
以
下
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
方

・
６５
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
ほ
か
の
所
得
額

の
合
計
が
約

８８
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

◆
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
で
以
下
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
が
約
４
６
２
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
。

　
受
け
取
り
に
は
請
求
手
続
き
が
必
要

で
す
。

【
手
続
き
に
つ
い
て
】

①
平
成

３１
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方

　
対
象
に
な
る
方
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
を
順
次
送

付
し
ま
す
。
同
封
の
ハ
ガ
キ
（
年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）
を
記
入
し

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
平
成

３１
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を

受
給
し
始
め
た
方

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
あ
わ
せ
て
年

金
事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
で
請
求
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
ご
請
求

で
お
困
り
に
な
っ
た
時
は
、
左
記
ま
で

お
電
話
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

蕁

０
５
７
０
―

０
５
―

４
０
９
２

　
日
本
年
金
機
構
幡
多
年
金
事
務
所
で

は
３
カ
月
に
１
度
、
出
張
年
金
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
相
談
に
は
年
金
手
帳
（
年
金
証
書
）
や

運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
身

分
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
代
理
人
の
方
が
相
談
さ
れ
る

場
合
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

◆
日
時
　

１０
月

１７
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前

１０
時
〜
正
午

　
　
　
　
午
後
１
時
〜
午
後
３
時
　

◆
場
所
　
佐
賀
支
所 

１
階
町
民
室

　
予
約
は
、
日
本
年
金
機
構
幡
多
年
金

事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、

口
座
番
号
を
お
聞
き
し
た
り
、
手
数
料

な
ど
の
金
銭
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―

３
７
０
１

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁

３
４
―

１
６
１
６

　
解
雇
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
賃
金
未
払
い
と

い
っ
た
職
場
の
問
題
で
お
悩
み
の
方
を

対
象
に
、
国
や
県
な
ど
の
労
働
相
談
機

関
な
ど
が
合
同
で
無
料
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

　
当
日
は
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社

会
保
険
労
務
士
と
い
っ
た
専
門
家
が
面

談
ま
た
は
電
話
に
て
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。
事
業
主
の
方
も
相
談
で
き
ま
す

の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

　
１０
月

１８
日（
金
）
午
前

１０
時
〜
午
後
５
時

◆
場
所

　
高
知
県
庁 

北
庁
舎

（
高
知
市
丸
ノ
内
２
―

４
―

１
）

※
受
付
は
４
階
の
高
知
県
労
働
委
員
会

事
務
局
で
行
い
ま
す
。

◆
電
話
で
の
ご
相
談

蕁

０
８
８
―

８
２
１
―

４
６
６
１

 
（
当
日
専
用
）

※
相
談
は
事
前
予
約
優
先
、
先
着
順
で

す
。
予
約
は

１０
月

１７
日
（
木
）
正
午
ま

で
受
け
付
け
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
同
事
務
局
で
は
随
時
ご

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
労
働
委
員
会
事
務
局

蕁

０
８
８
―

８
２
１
―

４
６
４
５

令
和
元
年
１０
月
１
日
か
ら
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま
す

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を

装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
注
意

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

無
料
合
同
労
働
相
談
会
開
催

年
金
相
談
の
ご
案
内

最
低
賃
金
改
正
の
お
知
ら
せ

１０
月
5
日
か
ら

高
知
県
最
低
賃
金
は
、

１
時
間 
7
9
0
円
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
労
働
局 
賃
金
室

　 

　
蕁

０
８
８
―

８
８
５
―

６
０
２
４

 
四
万
十
労
働
基
準
監
督
署

　 

　
蕁

３
５
―

３
１
４
８


